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太平洋戦争期植民地朝鮮の工業動員制度
一 軍需会社法,軍 需生産責任制度を中心に一

福 岡 正 章

は じ め に

日本 本 国で は,1943年 を境 に 「本 格 的 戦 時体 制 」 に突 入 し,臨 時 生 産 増 強委

員 会 を経 て,軍 需 省 が 設 置 され る。特 に軍 需省 の設 置 は,大 規模 な行 政 組 織 の

改 革 を含 む もので あ っ た1}。 また,1944年 に は軍 需 会 社 法 が 施 行 され,個 別 企

業 に対 す る統 制 は戦 時 経 済 の最 高段 階 に達 す る2)。本稿 で は,以 上 の よ うな 日

本 本 国で の工 業 動 員 制 度 の 展 開 と,そ れ に連 動 して 移 植 が 進 め られ た朝 鮮 の 工

業 動 員 制 度 の 特 徴 を明 らか に す る こ とを課 題 にす る。

この時 期 の 朝 鮮 にお げ る軍 需工 業動 員制 度 に関 す る研 究 は ほ とん どな い 。 こ

の こ とは,植 民 地朝 鮮 で は 日本 と比 較 して,軍 需 生 産 の 担 い手 で あ った重 化 学

工業 の基 盤 が 狭 く,未 成 熟 で あ っ た こ とを反 映 して い る と考 え られ る。 例 外 的

な研 究 と して は,朝 鮮 に お け る軍 需 会 社 法 施 行 の 意 義 を検 討 した金 仁 錦 の研 究

が 存 在 のみ で あ る⑳。 金 の研 究 で は,軍 需 会 社 法 の施 行,軍 需 生 産 責 任 制 を 中

心 に検 討 して い る 。 しか し,軍 需 会 杜 法 をめ ぐる朝 鮮総 督 府,軍 需 省,陸 海 軍,

3者 の 関 係 に対 す る分 析 は充 分 に お こ なわ れ て い る とは い いが た い,,本 稿 で は,

1)臨 時産業委貝会の意義については、原朗 「太平洋戦争期の生産増強政策」(近代 日本研究会

『戦時経済』山川出版,1987年)を 参照のこと。また,太 平洋戦争期の軍需省行政全般について

は山崎志郎r太 平洋戦争期の工業動員体制一 臨時生産増強委員会 ・軍需省行政をめぐって」

『経済と経済学』東京都立大学.81号.1996年7月 を参照のこと.

2)軍 需会社法の段階的意義については.長 島修 「戦時経済研究と企業統制」(ド谷政弘 ・長島修

編 『戦時 日本経済の研究』晃洋書房,1992年)を 参照.

3)金 仁鍋 「日帝末朝鮮における 『軍需会社法』実施に関する研究」『韓国近現代史研究』韓国近

現代史研究会,第9集,1998年.,
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朝鮮における軍需動員行政をめぐる総督府,軍 需省,陸 海軍,3者 の権限がど

のような関係にあったのかを検討する。このような問題を検討することは,戦

時期にすすめられた内外地行政統合の最終局面における実態を明らかにすると

いう意味がある。

本稿では,以 下のように叙述をおこなう。まず,第1章 では,朝 鮮への⊥業

動員制度の移植について検討 し,そ の 「移植」の内容を明らかにする。特に,

この章では,本 国で軍需省の設置,軍 需会社法の施行など行政組織の大きな改

変がおこなわれる1944年 ごろより叙述をはじめる。第H章 では,朝 鮮で成立 し

た工業動員制度の特徴を明らかにしたうえで,実 際の軍需生産の担い手であっ

た企業と総督府,陸 海軍 との関係を検討する。

1朝 鮮への工業動員制度の移植

1日 本本国における軍需省設置と外地行政

1944年 の物動計画は,「昭和19年 度二於ケル軍需物資ノ供給実量 ヲ最高ナラ

シメルコ トヲ至上目標 トシ,国 家経済総力ヲ挙ゲテ之二結集動員スル」 という

目標を立てた。そして,そ の口標を実現するために実施されるべ きさまざまな

措置案が,1944年 の上半期に検討されている。特に外地行政 と本国の軍需省行

政 との関係にかかわる措置案は,1944年1月 から3月 までの間に検討されてい

る。これらの措置案を検討することによって,太 平洋戦争末期に本国政府側が

外地行政,と くに⊥業動員行政をどのようなものに しようとしていたのか.窺

い知ること力書できる。

まず,は じめて外地行政と本国軍需省行政との関係について問題にしたもの

は,44年1月 の 「経済総力動員方策基本要綱(案)」 であった。これは,軍 需

省行政の焦点を網羅したものであり,外 地行政について以 ドのようにのべてい

る【、

「外地二於テモ本要綱二準ジ措置スルモ トシ,之 ガ策定実施二当リテハ内地二

於ケル施策 ト特に緊密二連繋セシメ,必 要二応ジ内外地ヲ通ジー元行政ヲ行ヒ
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得 ル ガ如 キ措 置 ヲ講 ズ」の。

こ の要 綱 で は,内 外 地 の動 員政 策 を連 繋 させ るた め に 内外 地 行 政 一 元化 の必

要 性 につ い て の べ て い る もの の,非 常 に抽 象 的 な表 現 に と どま って い る。 しか

し,航 空 機 生 産 の 増 強 を特 に念 頭 にお い た 「決 戦 産 業 基 本 動 員 要 綱(案)」 で

は,よ り具 体 的 な 内 外 地 の 行 政 一元 化措 置 が のべ られ て い る。

「外 地 二於 テ モ内 地 二 於 ケ ル施策 ト緊密 二連 繋 シ本 要 綱 二 準 ジ措 置 ス ルモ ノ ト

シ.特 二軍 需 会 社 法 ノ施 行 運 用 二付 テ ハ 内外 地 二通 ジー 元 的 行政 ヲ行 ヒ得 ル如

ク措 置 ス∫1。

この 「決 戦 産 業 基 本 動 員 要綱(案)」 で は,軍 需 会 社 法 の 施 行 お よ び運 用 を

内外 地 で 一 元 的 に お こ な う必 要性 が 強 調 さ れ て い る、 そ もそ も軍 需 会 社 法 は,

生 産機 関 を工 場 ・事 業 所 レベ ルで 直接 的 に 管理 す る もので は な く,本 社 を 通 じ

て,工 場 ・事 業 所 を軍 需 動 員 して い くもの で あ っ た。 しか し,当 時 の 日本 企 業

は,分 工 場,子 会 社 の 設 立 とい った 多様 な 形 で朝 鮮 に進 出 してい た 。 そ の た め,

本 国 に あ る本 社 を軍 需 会 社 法 に基 づ き軍 需 会社 に指 定 して も,朝 鮮 に おい て 軍

需 会 社法 が 施 行 され ない 限 り,在 朝 鮮 の事 業 所,工 場 の レベ ル に まで 軍 需 省 の

権 限 が 及 ば な い とい う問 題 を念 頭 にお い た もの で あ る と考 え られ る、,これ は,

朝 鮮 にお い て法 律(朝 鮮 で は制 令)を 定 め る権 限が 総 督 に あ り,日 本 と は法 域

が 異 な る こ とに起 因す る問 題 で あ った 。

そ れで は.軍 需 省 行 政 を め ぐる内 外 地 の 行 政 一元 化 とい うこ とは,ど の よ う

な内 容 を含 む もので あ った ので あ ろ うか 。 以 下 の 史 料 を み てみ る。

「軍需大 臣 ノ外地 総督 二対 スル監督 指示 ハ軍 需生 産増強確 保上 必 要 ア ル トキハ 内

務省 ヲ経 出 ス ルコ トナ ク直接 之 ヲ行 フ ト供 二軍 需省 及外地 官庁 トノ連絡 ヲ常 時緊 密

二保 持 ス ル措置 ヲ講 ジ,以 テ内外 地 ヲ通 ジ迅速 機敏 ナ ル軍需 行政 ノ遂 行 ヲ期 ス」6)。

g「 経済総力動員方策基本要綱(案)」1944年1月16旧.原 朗 ・山崎志郎編 『甲需省関係史料』第

8巻,現 代史料出版,1997年,46ペ ーシ。・以下で取り上げる文書の決定文書については.こ の史

料集の編集者達 も未見であり.現存するのかどうか不明である,、

5)「 決戦産業動員基本要綱(案)」1944年1月25日,原 ・lll崎編,同 上書,81-82ペ ージ。

6)「 経済力動員非常措置要綱」1944年2月22U.原 ・山崎編,同 上書.93-941,こ の文書は.決 定

文書ではな く、1944年3月19日 にも 「経済総力動員非常措置要綱(案)」 がだされている、ノ
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この 「経済力動員非常措置要綱」では,内 外地の行政一元化の内容 をはっき

りのべている。すなわち,軍 需大臣による朝鮮総督への直接的な 「監督指示」

ということがその内容である。つまり,軍 需省行政をめぐる内外地行政一元化

とは,本 国官庁が総督権力を制限することを意図するものであったといえる。

本国官庁による総督への監督権設定という問題は,軍 需会社法の朝鮮施行を契

機にはじめて生じた問題ではなかった。本国政府側は,1942年 に拓務省を廃止

し,台 湾と朝鮮の行政事務を内務省に移管しようとした。その際,本 国政府は,

朝鮮総督に対する監督権を設定 しようとしたが,総 督府側の抵抗によって実現

できなかった7)。しか し,本 国における軍需省設置,軍 需会社法の施行によっ

て,本 国政府は,ふ たたび朝鮮総督に対 して監督権を設定 しようとしたのであ

る。

以上をまとめると,こ うである。本国における軍需会社法の施行は,朝 鮮

においても同様の法律を施行することを前提に した ものであった.,そ して,

そのことは.軍 需省の立場からみれば。内外地の行政一元化をも前提 とする

ものであった.一 方,朝 鮮総督府にとってみれば,軍 需会社法の朝鮮施行は,

総督が持つ行政権の制約を含んだものであった.つ まり,本 国の工業動員制度

の朝鮮への移植は.総 督の行政権を制約することも含んだ内容であったといえ

る、、

2朝 鮮総督府の対応

ここでは,本 国軍需省による工業動員行政の内外地一元化に朝鮮総督府側が

どのような対応をとったのか,に ついてのべる。史料の制約がはなはだ しいた

め。 ここでは断片的 なことしか述べ られない。 日本木国 における軍需会

＼3月19日 の文書で は,外 地行政 について 「外地二於テモ本要綱 二準 ジ措置 スルモノ トシ,之 ガ定

実施二当 リテハ内地二於 ケル施策 ト特二緊密ニセ シメ,必 要二応 ジー元的行政 ヲ行 ヒ得 ルガ如 キ

措 置 ヲ講ズ」 とい う表現 になって いる。原 ・山崎編、同上書,211べ 一 ジ.

7)水 野直樹 「戦時期 の植民地支配 と 「内外地一元化」1『人文学報』京都大学 人文科学研究所,79

号,1997年3月 。
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社法施行は,1943年12月 におこなわれたが,軍 需会社法の朝鮮への施行は,即

時におこなわれず.1944年10月 になっておこなわれる。これはいかなる理由に

よるものであろうか。以下の史料をみてみる。

「本法(軍 需会社法一筆者)の 施行は当然に内外地一元化を前提 とすべきであ

るとの軍需省の見解に対 し,朝 鮮 としては従前通 り総合行政権 と総督政治との

一体不離を建前とする主張を譲 らないため
,こ の問題を中心 として時 日を遷延

せ しめた」81

ここでいう総合行政権 とは,総 督が独自に立法権を持ち,さ らに行政権をも総

括することである。総督政治とは,総 督が権力を集巾的に運用することである。

総督府は,内 外地行政一元化を前提にした軍需会社法の朝鮮適用によって,総

督の総合行政権.ひ いてはそれに基礎を置いた総督政治そのものに制約が くわ

えられると考えていたようである。このような問題をもつ軍需会社法の施行に

ついて総督府はどのような姿勢をとったのであろうか。

「(略)総 督政治の体系を修正 してまで法律の施行を急 ぐ必要なしとして,

この権限問題が合理的且合法的に解決せねば法律の施行を巾止するも差支えな

しとの方針を採った」!,♪。

この史料か らは,軍 需会杜法の朝鮮施行が総督の総合行政権を制約するという

間題を含んでいる限 り,法 律の施行する必要はない,と いうかな り強硬な態度

を総督府側が とっていたこともわかる,,それでは,総 督府はなぜこのような姿

勢をとったのであろうか。

「総督が軍需生産の全面に対 して指導監督を持たない以上,戦 力増強に役立

ち得る増産は困難な りとの見解であった」1。:。

上で述べたような強硬な態度の背景には,総 督が本国官庁に対 して権限を委譲

した ところで,本 国官庁は朝鮮で実質的な増産政策をとることは不可能 と

8)大 蔵省 管理局 「戦 争 と朝鮮 統治」 『日本 人の海外活動 に関す る歴 史的調査 朝鮮篇9分 冊』

1947年,45ペ ー ジ、

9)同 上書,46ペ ー ジ,,

10)同 上書,46ぺ 一ジ。
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いう考えがあったことがLの 史料からわかる,、

本章では,軍 需会社法の朝鮮施行をめぐる総督府 と軍需省の対立関係につい

てみてきた,、こうした対立関係 に規定されて,朝 鮮ではどのような工業動員制

度が形成されたのであろうか。次章以降検討 してい く。

ll朝 鮮における工業動員制度

1軍 需生産責任制度

朝鮮の工業動員制度は,軍 需生産責任制度,工 場事業場管理令,軍 需会社

法の3つ から成 り立っていた。まず,こ の軍需生産責任制度をここでは検討

する。、

「本企画は何等法的根拠に依つたものではなく,本 総督が朝鮮に於て重要軍

需物資の生産に従事せらるる事業者各位に対 し 『全力を挙げて戦力増強に関す

る国家の要請に応えられたい』 と御願いし,各 位か ら力強い 『宜 しい引受け

た』との御答えを頂 き此の一致せる気合に依つて札1互に責務の完遂に適進せん

とするにある」1%

ここでは,軍 需生産責任制度の重要な性格の一つがのべられている、,それは,

この軍需生産責任制度に法的な根拠がなく,単 なる総督と軍需生産に従事す

る事業者との 「約束」に過ぎなかった ということである,,こ の朝鮮軍需生産

責任制度で も本国の軍需会社法と同様に,社 長または事業主を生産責任者に

任命 し,こ の生産責任者が,支 配人あるいは工場長を生産担当者に任命する

というものであった,、また,任 命された生産責任者は,総 督に対 して増産の

責任を負 うというものであった、 しか し,こ の軍需生産責任制度は,法 的な

根拠がないため,軍 需会社法のように個別企業の人事,財 務,経 営方針への

介入など,総 督が企業にたい して強権を発動する手段は持たなかった。さら

に,軍 需事業 に対す る利益保証 などの優遇措置を与 えることもで きなかっ

11)「 朝鮮軍 需生産責任制第1同 指定」 『大陸東洋経済』京城東洋経 済新報杜,口 号,1944年5月 ・

20ペ ー ジ。
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た、、この制度は,総 督府 と軍需省の権限調整問題によって施行がおくれてい

た軍需会社法の代替措置であった、、つま り,軍 需生産責任制度は軍需会社法

の朝鮮施行をめ ぐる総督府と軍需省の権限をめぐる対立の産物であったといえ

る,,

軍需生産責任制度のもつ以上のような弱点を補完するために,総 督府は国

家総動員法に基づ く工場事業場管理令を援用することにした.し か し,こ の

工場事業場管理令を援用 した ところで,総 督が企業の人事,組 織,財 務,経

営方針への介入する権限はなかった。また,工 場事業場管理令では.損 失に

対する補償のみが規定 されてお り,そ の損失の内容は,「管理ガ民需品ノ生

産等二及ボシタル損失」,「管理ガ事業主ノ施設二及ボシタル損失」,「管理二

原因シ明二事業主 ノ重大ナル負担 ト認 メラルル損失」の3つ であった12}。一

方,軍 需会社法では,損 失の補償のみならず,利 益の保証,補 助などが規定

されてお り,軍 需会社 に指定 された企業は事実上,経 理の間題か ら白由で

あった。

それでは,朝 鮮でいかなる企業が この制度に基づき,軍 需事業の指定を受け

ていったのであろうか。軍需生産責任制度 トで.軍 需事業の指定を受けた事業

者は,軽 金属10社,鉄 鋼製鉄13社,「 特殊鉱物」,軽 金属82社,石 炭16社,液 化

燃料3社,化 学工業12社,電 力2社 であった131、,主に鉄鋼,軽 金属,「特殊鉱

物」など素材産業が軍需事業に指定されていたことがわかる、,

2軍 需会社法

軍需会社法は,1944年10月 に朝鮮で施行される。朝鮮に軍需会社法が施行さ

れる際に問題となった総督府と軍需省の権限調整の問題は,ど のように解決さ

れたのであろうか。以下の史料をみてみる。

12)JACAR,Ref,【120010015895「 工場 皐業場管理 令に基づ く損失補償 金額算定準則 に関す る件」

大 日記甲集,昭 和13年,防 衛庁 防衛研究所所蔵・

13)「 軍需生産責任制第1次 指定」 『鮮満支財界藁報」 朝鮮銀行,1944年4月 号,3ペ ージ.
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「朝鮮の軍需会社は,概 ね朝鮮に本店を有 し,朝 鮮においてのみ経営 してゐ

るが,中 には内地に本店を有す るものもあ り,ま た内鮮に跨つて事業を経営

する会社 もある。内地に本店のある会社軍需会社,又 は本店所在如何 に拘わ

らず,内 鮮両地域で軍需事業を経営 してをる軍需会社については,当 然に内

地の所管大臣と総督両者の関係が生 じて くるが,こ の場合には軍需会社 とな

る指定,生 産責任者の任免の如 く何れか一・方の官庁で一元的に取扱はねばな

らぬものについてのみ便宜軍需大臣が処置することになった。かように内地

の大臣 と関係の生 じるのは一元的に処理せねばならぬ ものだけてあって,朝

鮮に於ける事業そのものに対 しては完全に総督の所管に属 し,生 産責任者等

の責任 また直接 に総督に対 し負はされてゐることになる。生産命令その他諸

般の命令処分,又 は指導監督官は朝鮮の事業に関する限 りすべて総督の処理

するところである」1%

この史料からは,生 産責任者の任免は本国の軍需大臣がおこなうものであっ

たことがわかる、…方,生 産責任者は総督に対 して責任を負い,生 産命令,指

導監督は,本 店在内地企業の区別なく.朝 鮮総督がおこなうことになっている。

さらに他の事項について,第1表 をみてみる、,この表からは,軍 需会社間の協

力関係設定,発 注及び受注に関する事項の主務官庁も総督府であったことがわ

かる。また,軍 需省の下部地方組織であった軍需監理部は,朝 鮮に設置されな

かった。そのため,朝 鮮には軍需監理官は置かれず,工 務官制度が活用される

こととなっていたユ5》。この ことは,朝 鮮総督府が,本 国の府県行政 とは異なる

存在 として取 り扱われていたことを示す ものといえる。以上のことか ら,実 質

上朝鮮の軍需会社には,軍 需省の権限は,ほ ぼ及ばなかったと判断で きる。

それでは,ど のような会社が軍需会社法によって軍需会社に指定されたので

あろうか。軍需会社に指定された会杜は,軍 需生産責任制度によって軍需事業

に指定された137社 のうちわずかに37で あり,他 の20社 とあわせて57社 であっ

14)「 塩田鉱工局長談話」 『鮮満支財界 彙報』朝鮮銀行,1944年4月 号、5ベ ー ジ,

15)「 軍需会杜第一次指定」『殖銀調査月報』朝鮮殖 産銀行79号.1945年1・2月 合併号.19-20ペ ー ジ.
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第1表 朝鮮 における軍需会杜 に関す る事項 の主務官庁

主務官庁 備考

軍需会社の指定 軍 需 省 陸海軍所管工場 は,陸 軍,海 軍大 臣

生産責任者の任免 朝鮮総督 陸海軍所管工場 は,陸 軍.海 軍大 臣

会社経理に関する事項 朝鮮総督 陸海軍所管工場 は,陸 軍,海 軍大 臣

生産命令に関する事項 朝鮮総督 陸海軍所管工場 は,陸 軍,海 軍大 臣

発注,受 注に関す る事項 朝鮮総督 陸海軍所管工場 は,陸 軍,海 軍大 臣

企業間の協力関係に関する事項 朝鮮総督 陸海軍所管⊥場 は,陸 軍,海 軍大臣

資 料1朝 鮮 総 督 府 『官 報 』1944年1028日,1944年12月8日,5321号,5446号 。

た1%そ の中心的業種は,軽 金属,鉄 鋼,希 元素鉱物などであった171。朝鮮で

は,軽 金属,鉄 鋼,希 元素鉱物などの素材産業が軍需会社,軍 需生産責任制度

にもとづ く軍需事業に指定されたといえる。朝鮮では,鉱 物資源は豊富に存在

していた。朝鮮の鉱物資源の採掘状況を表したものが,第2表 である。特に朝

鮮では,タ ングステン,黒 鉛 と水鉛(モ リプデン鉱).リ シア雲母(リ シウム

鉱物),緑 柱石(ベ リリウム鉱).風 信子鉱(ジ ルコニウム鉱〉,褐簾石(セ リ

ウム鉱)な どの希元素鉱物が注目されていた181。素材産業が軍需会社に指定さ

れたのは,朝 鮮の地下資源が豊富なことによるものであった といえる。

以上をまとめると以下の通 りである、、朝鮮では軍需会杜となった企業は比較

的少なく,軍 需生産をおこなっていた企業の多数は工場事業場管理令を援用し

た軍需生産責任制度の下に置かれていたといえる。そ して,軍 需会社法の朝鮮

施行にともなう,軍 需省の権限拡大 も最小限にとどまった評価できる。

3工 業動員行政 と企業

前 節 で は,朝 鮮 総督 府 と軍需 省 の権 限 の問 題 につ い て 検討 した。 こ こで は,

企 業 と総 督府,陸 海軍 との 関係 を検 討 す る こ とで.総 督府 と陸海 軍 とが どの よ

16)「 朝鮮軍需会杜の第一次指定」,68ページ.京 城東洋経済新報社 『大陸東洋経済』28号,ig45年
2月 ・うえで上げた数字は,第1次 指定の数である。

17)同 上。

18)東 洋経済新報祉 『朝鮮産業の決戦再編成』1943年,46-47ペ ージ、
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第2表 朝 鮮における鉱物資源の採 掘 (単 位1ト ン)

1943年 1944年 1943年 1944年

銅 5,379.00 4,950.OO 燐 鉱 15,807.00 4,700.00

鉛 18,467.OO 20,000.00 硫 化 鉄 23,605.00 27,000.00

亜 鉛 15,533.00 14,700.OO 明 馨 石 2】,487.00 25,000.00

ダ ン グ ステ ン 6,933.00 8,700.00 珊 石 2,171.00 6,000.00

水 鉛 665.00 830.00 藍 晶 石 2,955.00 9,000.00

ニ ッ ケ ル 26,172.OO 500.00 重 晶 右 10,099.00 7,000.00

コ バ ル ト 0.OO 60.00 リ シ ヤ 雲 母 162.00 750.00

マ グ ネサ イ ト 108,469.00 350,000.00 コ ル ン ブ 石 0.20 1.50

雲 母 140.00 320.00 モ ナ ズ 存 185.00 700.00

石 綿 5,310.00 6,200.00 緑 柱 石 55.00 65.00

鱗 状 黒 鉛 18,308.OO 31,500.00 風 信 子 石 90.00 600.00

土 状 黒 鉛 78,157.00 79,000.00 褐 簾 石 63.00 350.00

蛍 石 69,364.00 66,514.00

資料1朝 鮮総督府 「第86回 帝国議 会説 明資料」1944年12月 。

うな関係にあったのか,を 明らかにしたい。

まず,最 初に大 日本紡績清津化学工場の事例をみてみる,、そもそも大 日本紡

績清津化学工場は,人 絹糸を生産する目的で建設されたもので南った。しかし,

工場内で人絹糸生産に必要な硫酸も自給 していたため,大 日本紡績は,1941年

に定款を改定 し,化 学製品の生産,販 売を加えた191。さらに,1944年 に大 日本

紡績は,フ ッ化アルミの生産を企図し.清 津工場の名称を清津化学工場と変更

する201。当初,人 絹糸生産を目的に建設された清津工場が,徐 々に化学品生産

にも進出 してい くことがわかる。こうしたなか清津工場は1944年 に軍需省に

よって軍需会社に指定される。対象事業は.硫 酸であった。また,生 産責任者

は大日本紡績社長の小寺源吾,生 産担当者は工場長の森徹太郎が任命され,事

業所管は朝鮮総督であった21)。

19)「 戦時か ら戦後へ の事業経営 を定款の変遷 よ り見 る」 『会社 関係必 要史料綴』大U本 紡績社内史

料

20)ニ チポー株式会社 『ニチポー七1'五 年史』1967年,653ペ ー ジ。

21)ニ チボー株式会杜,同 上書,221ベ ージ,
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軍需会社に指定されたことにより,清 津工場は1945年 に自工場の生産設備を

ロケット燃料(以 下,呂 号甲液〉の生産のための設備に転用 しはじめる。本来,

清津化学工場は朝鮮総督所管であ り,軍 需会社に対する生産命令は総督府がお

こなうことになっているはずである。しかし,実 態はどのようなものでだった

のだろうか。次頁の文書をみてみる。(文章1参 照)

この文書か らは,生 産命令の発令者が海軍軍需局であ り,総 督府は設備転用

の決定に全 く関与 していないことがわかる。また.設 備転用の期限は,1945年

8月30日 であり,そ のための資金は兵器等製造事業特別助成法によって助成さ

れることがわかる誰ン。 この呂号甲液は,ド イッよりもたらされた もので、 ロ

ケット兵器の燃料 となるものであった23〉。海軍軍令部は,「昭和二十年帝国陸

海軍作戦計画大綱」のなかで,1945年 の海軍軍戦備として8000キ ロリットルの

呂号甲液の生産を海軍省に要望 している。また,こ の呂号甲液及び乙液の研究,

量産対策の樹立などは当初,海 軍省内に設置された特別委員会である呂号委員

会がおこなっていた。そのため,清 津化学工場は海軍直轄で管理され,総 督府

の権限が及ばなかったと考えられる。

しか し,企 業側からみれば,こ の生産命令は,か な り強権的なものであった。

海軍軍需局側の要望は,清 津における人絹糸生産すべてを放棄 し,呂 号甲液の

生産設備を66セ ット建設せよというものであった。 これに対 して,大 日本紡績

は,呂 号甲液の生産を辞退 しようとしたが許されず,資 材の制約を理由に生産

設備を12セ ットに減少させて,工 場設備の転用をすすめていたといわれてい

る2%以 上の事例は,朝 鮮総督府の所管工場であっても,軍 がいったん強権を

発動 した場合.総 督府はそれに抵抗することが難 しかったことを示 している。

22)敗 戦後 、大 日本紡績 は海軍省軍需局 に,設 備転用 のために使用 した大阪本店資金179万 円,清

津現地 資金llOO万 円の支払 をもとめてい た。 「大 日本紡績海軍軍需局宛書簡」大 日本紡績杜 内史

料.1945年8月20日.

23)防 衛庁防衛研究所戦史室 『海軍軍戦備(2)』 朝雲新聞杜 ,1975年,186ベ ー ジ。当初,海 軍は

「桜花」 などの 「特攻 兵器」に この呂号甲液の使用 を予定 していた.し か し,「特攻兵罫」 を早

期 に戦力化す る必要があ ウたため,火 薬 ロケ ット式が採用された。

24)小 寺源吾翁伝記刊 行会 『小寺源吾 翁伝』1960年 ,375-376ペ ー シ。
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第172巻 第5・6号

軍需特機密第九五號ノ七

⑧ 昭和二十年二月七日

軍極秘 海軍省軍需局長

大日本紡績株式会杜杜長殿

甲液緊急生産二関スル件示達

首題 ノ件左記二依 リ緊急生産ノコトニ取計相成度

一、工事要領 記

1イ)装置(製 造方式)及 能力

甲液製造装置(電 解標準型)六 六〇逸/月(甲 液八0%濃 度)

(ロ》完成期但濃縮装置ヲ含ム

昭和ズ十年八月三十一日

二、設備場所

大日本紡績株式会社清津工場中適當ト認ムルモノヲ輔用又ハ増備

三、資材

所要ノモノヲ官ニテ現場二搬入ス

但必要ノ場合ハ大日本紡績株式会杜所属部品ヲ本⊥場二流用スルモノトス

四、資金

兵器等製造事業特別助成法二依リ盧理スルモトス

五、製晶

適性ナル憤格ヲ以テ全部ヲ海軍ニテ購入ス

篤送付先 朝鮮軍 参謀 長

京城 海軍 監督長

朝鮮総督府鑛工局長

資料:大 日本紡績社内史料。
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さらにもう一つの事例を検剖す る。以下の史料をみてみる。

「三社合併及増資手続 卜併行シ京畿社 ノ企業整備二関連シ総督府 ノ決定二基キ

東棉繊維工業会社ガ其設備ノ譲受許可申請書 ヲ旧鵬二十日京畿道知事へ提出致

置候処,同 月三十日付ニテ認可有之候。諸機械中旭社へ貸与スベキ分ハ譲受 ノ

上東繊社名義二於テ行 フ事 ト相成候,,本 認可アリタルタメ京畿社 ノ機械ハ移動

手続ヲナスコトニヨリ移動可能 トナリタル次第ニテ本月早々旭社ハ京畿社 ノ撚

糸機ノ解体二着手積送 ノ準備二取掛 リ居申候」35〉。

この史料は,東 洋棉花の関係会社で,人 絹織物の製織,加 ⊥をおこなってい

た京畿染織が企業整備の際に東棉本店に送付 した書類である。この史料の三社

合併 とは,東 棉の関係会社である旭織物,京 畿染織,東 棉繊維工業社の3社 が

合併することを指す。京畿染織は人絹織物の製織と加工,旭 織物は人絹織物の

製織,東 棉繊維工業社は麻の紡織をおこなっていた会杜である。この史料から

わかることは,こ の合併命令をくだしたのが,総 督府であったことである。ま

た,こ の文書によれば,京 畿染織は,旭 絹織に貸与 していたものも含めて,機

械を束棉繊維工業社に移動させようとしていたこともわかる。そして,さ らに

次の文書をみてみる。

「本口午前所用有之(青 島上紡加性曹達用黒鉛斡旋二付キ)経 理部佐藤中佐

ヲ訪問致候処,偶 々東繊社新義州工場二言及セラレ同中佐ハ同工場ヲ軍需会社

法ニヨル指定二付目下本省へ手続中ノ由,何 カ ト返事力来ルカ予断ハ許サヌガ,

総督府ガ実権ヲ握ルコ トニナルカモ知 レヌ トテ極メテ漠然タル話二候へ供 .永

登浦工場ノ海軍監督工場指定予定二拮抗シ,陸 軍関係 ノ新義州工場二対 シ陸軍

トシテ確保スルコ トト,労 務及燃料ノ援助ニヨリ生産ノ増加 ヲ企図セラレ居ル

モノト想像セラレ申候。不取敢内報申上候」261、,

この文書か らは,総 督府が企業整備令を発動 し,東 棉繊維工業と京畿染織が

合併 したあとに,陸 軍は従来取引があった東棉繊維工業の新義州工場を軍需会

25)朝 鮮連絡役 「繊維 工業設 備譲受許可 中請認可 ノ事」東洋棉花杜内史料 .1945年1月12日 ・

26)朝 鮮連絡役 「東繊 社新義州工場軍需会社指定二付テ」東洋棉花社内 史料 ,1945年2月8日 。
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1社に指定することを考えていることをほのめかしていることがわかる。 このよ

うな陸軍の動きを東棉繊維⊥業側は,海 軍との生産機関の獲得競争上の措置で

あると考えていた。また,総 督府が同工場を指定工場にしようとしていること

についてもふれられてお り,総 督府,陸 軍,海 軍の問で生産機関の争奪 も存在

したこともこの文書で示唆されている。さらに重要なことは合併 ・整備された

はずの京畿染織が,こ の文書の中で永登浦工場 と名前を変え,海 軍の監督工場

になっていることである271。このことか ら機械の搬出は:おこなわれていなかっ

た可能性もある。つまり,工 場 レベルでの管理権が総督府,陸 軍,海 軍とで錯

綜 し,総 督府の命令 も十分に実行されていなかったとも考えられる。

それでは,こ の旧京畿染織つまり永登浦工場は海軍の監督工場 となり,い った

い何をおこなっていたのであろうか。以下の史料をみてみる、,

「此羽布研究ガ東棉支店二於テハ三井ガ関与セル点ご於テ兎角ノ批評アリシヤ

ニテ,三 井当該掛ガ支店二対 シ其批評ノ不当ヲナジリタルコ トアリ,又 当社 ガ

東繊社 ト合併転用 ノ決定後モ羽布研究 ヲ放棄ゼザル態度ヲ以テ,後 味悪キ態度

トノ批ママ難 ガ支店 ヨリ放タレシ,(略)」銘)

そもそも京畿染織は東洋棉花の関係会社であ り,同 社京城支店が管理してい

た。 しかし,こ の史料か らは同杜京城支店の管理を離れ,三 井物産,海 軍と共

同して羽布の研究をおこなっていたことがわかる:と"〕。

以上,企 業側からみた朝鮮における工業動員の実態を検討 してみた。朝鮮に

おいて総督府は,軍 需省の影響力を最小限に押さえ込むことができた。しか し,

陸海軍が総督府所管工場に強権を発動 した場合,総 督府がそれに抵抗すること

は,難 しかった.さ らに,総 督府と軍との生産機関の争奪 もおこなわれ,工 場

レベルでの総督府と軍の管理権 も錯綜していた.,そ のため総督府の生産機関に

27)京 畿染織の工場所在 地は永登浦で あ り.東 棉繊維丁業社はそ もそ も永登浦で はな く,新 義州に

工場が存在 した,,

28)平 尾精一郎 「京畿染織引継 書」東洋棉花社内史料。

29)羽 布 とは,布 を何枚 も密着させた飛行機 の翼の ことであ る。主に練 習機の生産で用 いられ たら

しい、コ
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対する命令も十分に実行されていなかった。これらのことは,軍 需工場の動員

を巡って総督府と陸海軍が対立関係にあったことを しめしている。

お わ り に

本稿で明らかにしたことは以下の点である。まず,第1は,朝 鮮における軍

需会社法の施行についてである。本国軍需省側は総督府への 「監督権」を設定

し,軍 需会社を一元的に管理することを意図したものであった。これは.日 本

企業の朝鮮進出の形態が.分 工場の設立といった形で も進められてお り,本 国

で軍需会社法を施行 して も植民地の企業へは軍需省の権限が及ばないためで

あった。第2は,こ の軍需省の意図は,総 督府からみれば,総 督の行政権が制

約されることにほかならず,受 け入れるところではなかった。第3は ,こ うし

た総督府と軍需省の権限を巡る争いに規定されて,実 際に朝鮮で形成された工

業動員は,軍 需会社法を中心としたものではなく,工 場事業場管理令に法的な

基礎をおいた軍需生産責任制度であったことである。また,朝 鮮には軍需省の

地方組織であった軍需監理部 も設置されなかった。総督府は,朝 鮮へ軍需省の

権限が拡張することを押さえ込むことができたと評価で きる。 しか し.一 方で

総督府は,軍 の権限の拡張を押さえ込むことはできなかった。朝鮮総督府の所

管工場であっても陸海軍の転用命令に総督府が抵抗することは,困 難であった。

また,総 督府,軍 との生産機関の争奪 もおこなわれていた30)。

以上をまとめると,こ うである。日本本国の軍需動員行政の権限をめぐる対

立は,陸 海軍省と軍需省の対立であった。しか し,朝 鮮では,本 国と異なり,

権限対立の問題は,朝 鮮総督府 と陸海軍 との問題としてあらわれた。これは,

朝鮮総督が軍需工業の動員行政においても独自の権限を確保することがで きた

ためである。 したが って,戦 時末期の工業動員行政でも内外地の行政一元化は

30)軍 需会社の指定についても総督府,陸 海軍のあいだでは対立が存存した。「尚本法に実施に当

つては法制上の論争とともに如何なる会社を軍需会社指定するかに付いては総督府各部局内に相

当の論議を生じ更に各省殊に陸海軍とも烈しい論争が行われた」.大蔵省管理局 「戦争と朝鮮統

治」『日本人の海外活動に関する歴史的調査 朝鮮編9分 冊』46ページ.
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不 十 分 で あ り,総 督 府 の 総合 行 政 権 は解 体 され な か った とい う こ とが で きる,一

【付記 】 史料 の閲覧 については青山勲氏.土 倉和 泰氏,

にな りました。末尾なが ら感謝 申 し」二げます.

穴見裕美氏にたいへんお世話


